
 

 

 

第２次知多市地震対策アクションプラン 
 

（平成２０年度～２２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成1９年度 避難所生活体験（旭東小学校）より 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年３月一部修正 



目    次 

 

Ⅰ 第２次アクションプラン策定の背景と目的 ・・・・・・・・・・・・ １ 

１ 第２次アクションプラン策定の背景 ・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２ 第２次アクションプラン策定の目的 ・・・・・・・・・・・・・・ １ 

Ⅱ 第２次アクションプランの基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

１ 基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ３ 目標の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ４ 推進体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 Ⅲ 第２次アクションプランの目標と基本施策 ・・・・・・・・・・・・ ３ 

  １ 目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  ２ 基本施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  ３ 第２次アクションプランの体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 Ⅳ 第２次アクションプランの内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

  １ 防災意識の普及・啓発の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

  ２ 耐震化対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

  ３ 情報収集・伝達体制の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

  ４ 災害時要援護者支援体制の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

  ５ 防災訓練の充実強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

  ６ 災害応急体制の充実強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

  ７ 復旧・復興体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

  

 （参考１）知多市で懸念される地震 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

 （参考２）東海地震・東南海地震等の被害予測調査結果 ・・・・・・・ １８ 

 （参考３）第１次アクションプランの実績（見込み） ・・・・・・・・ ２２ 

 



 Ⅰ 第２次アクションプラン策定の背景と目的  

 

１ 第２次アクションプラン策定の背景 

 知多市は、平成１４年４月に東海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受け、

更に平成１５年１２月に東南海・南海地震防災対策推進地域の指定を受けたことなど

を重要視し、平成１６年１０月に、平成１６年度から平成１９年度までの４年間に緊

急に取り組むべき地震対策の実践的行動計画として、「知多市地震対策アクションプ

ラン」（第１次アクションプラン）を策定し、計画的かつ効果的な地震対策事業を推

進してきました。 

 

こうした中、平成１９年３月には能登半島地震、そして７月には新潟県中越沖地震

などの大地震が頻発し、大きな被害が出ており、東海地震及び東南海・南海地震など

大規模地震発生の危惧が益々増大していることから、地震被害の軽減を図るためには

更に積極的に地震対策事業を推進していく必要があります。 

 

また、国の中央防災会議で、平成１７年３月に、東海地震及び東南海・南海地震に

ついて、それぞれの被害想定を基に平成２６年度までに人的被害や経済被害を半減さ

せるための具体的な数値目標やその達成時期などを掲げた「地震防災戦略」が策定さ

れたことを受け、県では平成１９年２月に「第２次あいち地震対策アクションプラ

ン」を策定し、地震被害の半減をめざしています。 

 

そこで、知多市では、第１次アクションプランの計画期間が平成１９年度までとな

っていることから、引き続き、計画的かつ効果的な地震対策事業を推進するとともに

更なる地震被害の軽減を図るため、「第２次知多市地震対策アクションプラン」（第

２次アクションプラン）を策定することとしました。 

 

 

２ 第２次アクションプラン策定の目的 

第２次アクションプランは、知多市の地域防災計画に定める防災ビジョンを念頭に、

第１次アクションプランの成果を継承し、大規模地震に対する被害の軽減を図るために

取り組むべき具体的かつ効果的な行動計画を網羅することにより、地域防災計画の実効

性をより高めるとともに、一層の地震対策を推進するための指針として策定するもので

す。 
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 Ⅱ 第２次アクションプランの基本的事項   

 

１ 基本理念 

 第２次アクションプランでは、第１次アクションプランに引き続き、「大規模地震発

生による被害から知多市を守る」という基本理念の下に、予防、応急、復旧・復興の各

分野において、知多市の防災力を強化するための地震対策を講じていきます。 

 

 

２ 計画期間 

  第２次アクションプランでは、平成２０年度から平成２２年度までの３か年を計画期

間とします。 

  なお、アクション項目ごとに「実施年度」を記載していますが、単年度で実施する事

業は「○○年度」と記載し、毎年度実施する事業又は複数年度にわたって実施する事業

は「○○年度～」と記載しています。 

  

 

３ 目標の設定 

  第２次アクションプランの実効性を確保するため、アクション項目ごとに可能な限り

具体的な数値目標を設定しました。 

 

 

４ 推進体制 

  地震対策は、市の各部門にまたがるものです。第２次アクションプランでは、アクシ

ョン項目ごとに所管部署を明らかにし、計画的にプランを実践することで、全庁的に地

震対策を推進していきます。 

  なお、第２次アクションプランの進捗状況については、毎年度定期的に、「知多市地

震防災対策研究会」において、その取組を確認していきます。 

また、国や県の地震対策への新たな取組や第２次アクションプラン策定の基礎となる

地域防災計画の大幅な改正などにより、計画期間中に第２次アクションプランの見直し

の必要が生じた場合は、見直しを随時行うこととします。 
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 Ⅲ 第２次アクションプランの目標と基本施策   

 

１ 目標 

  基本理念として掲げた「大規模地震発生による被害から知多市を守る」ため、第１次

アクションプランに引き続き、次の３つの目標を掲げました。 

 

①地震に強いまちづくり 

 知多市の旧市街地においては、木造家屋が密集しており、阪神・淡路大震災における犠

牲者の８割以上が住宅などの倒壊によるものであったことから、地震対策における住宅の

耐震化推進はもちろん、建物の内部に対する耐震化を市民などへ働きかけていくことも重

要です。 

 また、大規模地震が発生した場合において、避難、救助、消防活動を円滑に実施するた

めに、災害対策拠点となる公共施設、公共土木施設及びライフラインの耐震化が必要とな

ります。 

 さらに、被災した場合においても、正確な情報収集及び伝達ができる体制の確立や広域

的な相互応援体制の強化が必要です。 

 そこで、「地震に強いまちづくり」を目標に掲げます。 

 

②市民、企業、団体、行政の協働による地震対策の推進 

 大規模地震が発生した場合、市民の生命・財産を守るのは行政の重要な役割の一つで

す。 

 しかし、被害が広域に及んだ場合、行政が実施する避難、救助、消防活動にも限界があ

り、市民、企業、コミュニティ、自主防災組織、ボランティア、ＮＰＯなどの団体との連

携が、生命・財産を守るための重要な資源となります。 

 したがって、市民が自分自身を守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、行政

が市民を守る「公助」の役割分担と協働により、知多市全体の地震対策を推進することが

必要です。 

 そこで、「市民、企業、団体、行政の協働による地震対策の推進」を目標に掲げます。

 
 

③地震応急対策、復旧・復興対策活動の強化 

 地震による被害発生時には、行政として被害を最小限に抑えるための応急対策を実施す

る必要があります。特に、突発的に発生した大規模地震に対しては、二次災害発生の防止

に努めるとともに、迅速に消火、救助、医療、避難所設営、緊急物資輸送などの応急対策

活動を実施するため、あらかじめ各分野において十分な準備をする必要があります。 

 また、被災者の生活を回復させるための住宅確保や健康管理など、様々な生活支援対策

はもちろん、市全体の復旧・復興を図るため、迅速で円滑な災害復旧を実施するための準

備も必要です。 

 そこで、「地震応急対策、復旧・復興対策活動の強化」を目標に掲げます。 
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２ 基本施策 

  第２次アクションプランで掲げた３つの目標を達成するため、次の７項目の基本施策

を掲げました。 

 

１ 防災意識の普及・啓発の推進 

  「出前講座」や各種行事における啓発活動を積極的に展開するなど、市民、企業、コミ

ュニティなどに対して広く防災意識の普及を図ります。 

また、地域で活躍できる防災リーダーを養成することなどにより、地域の防災力を高

めます。 

２ 耐震化対策の推進 

  公共施設、公共土木施設などの耐震化を引き続き計画的に推進します。 

また、耐震改修促進計画に基づき、民間住宅等の耐震化を促進するとともに、家具等

の転倒防止対策による建物内部の耐震化を促進し、地震による被害の軽減を図ります。 

３ 情報収集・伝達体制の強化 

  緊急地震速報や津波警報等を提供する全国瞬時警報システム（J－ALERT）を整備す

るとともに、災害情報の提供方法を周知していくなど、更なる情報収集・伝達体制の強

化を図ります。 

４ 災害時要援護者支援体制の強化 

  災害時要援護者情報の把握に引き続き努め、その有効活用を図るとともに、避難支援プ

ラン等の作成に取り組むなど、災害時要援護者支援体制を強化します。 

５ 防災訓練の充実強化 

  市総合防災訓練を始めコミュニティ防災訓練や避難所生活体験などの訓練内容を充実さ

せ、より実践的な防災訓練に取り組みます。 

６ 災害応急体制の充実強化 

  食糧、飲料水及び生活必需品の備蓄の推進、関係機関との連携強化などに取り組むとと

もに、被災地の検証を行うなど、災害時の迅速かつ効果的な応急体制の充実強化を図り

ます。 

７ 復旧・復興体制の整備 

  被災地の検証を基に、被災者に対する相談体制の充実や生活再建に向けた支援対策に取

り組むなど、復旧・復興体制の整備を図ります。 
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３ 第２次アクションプランの体系図 
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 Ⅳ 第２次アクションプランの内容   
 
 

１ 防災意識の普及・啓発の推進 

 

 地震による被害を軽減するためには、市民一人ひとりが「自らの身は自らが守る」と

いう自覚の下に、普段から災害に対する備えを心がけ、災害時には適切な行動をとるこ

とができるようにしておくとともに、地域での助け合いを進めることが必要不可欠で 

す。 

 最近では、大規模地震の発生により、防災に対する意識が高まってきていますが、ま

だ十分とは言えません。 

 そこで、「出前講座」や各種行事における啓発活動を積極的に展開するなど、市民、

企業、コミュニティなどに対して広く防災意識の普及を図ります。 

また、地域で活躍できる防災リーダーを養成することなどにより、地域の防災力を高

めます。 

 

 

＜アクション項目＞ 

ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

１ 地域防災マップの見直し 

  コミュニティと連携し、平成１７年度に作成した地域防災マップ

の見直しを図ります。 

 ●全コミュニティでの見直し 

22年度 生活環境部

２ 携帯用防災ハンドブックの作成（新規） 

  地震発生時の対応、避難場所及び応急措置の方法等最低限必要な

情報を記載した携帯用防災ハンドブックを作成します。 

21年度 生活環境部

３  公共施設における防災コーナーの設置 

  市の公共施設内に地震対策に関する情報コーナー（防災グッズの

展示、防災マップの掲示など）を設置し、市民が情報を収集できる

ようにします。 

 ●防災コーナーの設置 １０施設 

20年度～ 生活環境部

４  防災体験コーナーによる啓発 

  消防署八幡出張所の市民体験コーナーを活用し、地震体験や煙避

難体験により防災意識の啓発を図ります。 

 ●体験者 ３，５００人程度／年 

20年度～ 消防本部 

５ 「出前講座」における地震防災教育の実施 

  「出前講座」において、地震防災教育を実施します。 

 ●出前講座の実施 ２０回程度／年 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

６  「公民館講座」における防災知識の普及・啓発 

  「公民館講座」において、市職員、防災リーダー、ＮＰＯ団体な

どが講師となり、地震災害から身を守るための知識の普及・啓発を

実施します。 

● 公民館講座の実施 ５回程度／年 

20年度～ 

生活環境部

教育部 

消防本部 
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ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

７ 園児、児童及び生徒を対象とした地震防災教育の実施 

  保育園や幼稚園の園児及び小中学校の児童生徒に対し、避難訓練

を実施するほか、視聴覚教材を利用した啓発を実施するとともに、

学級活動、総合的な学習の時間を活用した地震防災教育を実施しま

す。 

 ●避難訓練の実施  

保育園・幼稚園 １回／月、小中学校 １回／年 

20年度～ 

生活環境部

健康福祉部

教育部 

消防本部 

８ 中学生・高校生の防災訓練への参加（新規） 

  市総合防災訓練やコミュニティ防災訓練に中学生・高校生の参加

を促し、地震防災意識の啓発を図ります。 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

９ 保護者を対象とした地震防災教育の実施 

  東海地震注意情報発表時や大地震発生時を想定した園児、児童及

び生徒の引渡し訓練を実施するとともに、保護者及びＰＴＡを対象

とした地震防災教育を実施します。 

 ●引渡し訓練の実施 １回／年 

20年度～ 
健康福祉部

教育部 

10 消防団及び女性消防クラブを対象とした地震防災教育の実施 

  消防団及び女性消防クラブを対象とした地震防災教育を実施しま

す。 

 ●講習会の実施 各１回／年 

20年度～ 消防本部 

11 市職員を対象とした地震防災教育の充実 

  市職員を対象に地震防災研修を実施するとともに、地震防災に関

する情報を提供し、職員一人ひとりの地震に対する防災力の向上を

図ります。 

 ●新規採用職員地震防災研修の実施 １回／年 

 ●職員地震防災研修の実施 １回／年 

 ●地震防災に関する情報の提供 ４回程度／年 

20年度～ 

企画部 

生活環境部

消防本部 

12 市職員の災害ボランティア体験の充実（新規） 

  市職員が特別休暇を利用して、積極的に災害ボランティアに参加

することができる職場環境を作ります。 

20年度～ 各 部 

13 「ちたまる安全安心メルマガ」を利用した啓発の実施 

  「ちたまる安全安心メルマガ」の登録者へ定期的に地震対策に関

する啓発記事を発信します。 

 ●地震対策に関する情報の提供 ４回程度／年 

20年度～ 生活環境部

14 DVD・ビデオによる啓発の実施 

  市所有の地震防災関係のDVD・ビデオの貸出しや地震対策事業に

関する啓発ビデオを制作し、市民などに啓発を実施します。 

 ●DVD等の貸出し・上映 ３０件以上／年 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

15 各種行事においての啓発の実施 

  「産業まつり」に防災啓発コーナーを設置するなど、市民が多く

集まる行事の開催に合わせ、地震対策の啓発を実施します。 

 ●防災啓発コーナーの開設 ４回程度／年 

20年度～ 生活環境部

16 防災まちづくり講演会の開催（新規） 

  被災地での活動経験があり、地震防災に取り組んでいる専門家等

を講師とする講演会を開催し、防災意識の啓発を図ります。 

20年度 生活環境部

17 「防災フェア」の開催 

  防災グッズの展示、市民が各家庭で行っている地震対策の紹介な

どを行う「防災フェア」を開催し、防災意識の啓発を図ります。 

22年度 
生活環境部

消防本部 
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ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

18 「あいち防災セミナー」の開催（新規） 

  市制４０周年事業として、「あいち防災セミナー」を開催し、地

震防災に対する市民の意識啓発を図ります。 

22年度 生活環境部

19 企業への地震防災意識の啓発 

  商工会等と連携し、企業に対して地震防災対策に関するチラシを

配布するなど防災意識の啓発を実施します。 

20年度～ 
生活環境部

産業経済部

20 企業の事業継続計画（BCP）策定の促進（新規） 

  事業継続ガイドラインやチェックリスト等を企業に周知し、BCP

が早期に作成されるよう促進を図ります。 

20年度～ 
生活環境部

産業経済部

21 特定の事業所の地震防災応急計画等作成の促進（新規） 

  特定の事業者に対して、東海地震に係る地震防災応急計画及び東

南海・南海地震防災対策計画作成を働きかけ、計画の届出率の向上

を図ります。 

 ●計画の届出率 １００％ 

20年度～ 消防本部 

22 危険物施設等管理者への啓発（新規） 

  二次災害の恐れがある危険物貯蔵施設等の施設管理者への助言、

指導及び地震防災教育を実施します。 

 ●施設管理者全員への啓発を毎年度実施 

20年度～ 消防本部 

23 ため池の管理者に対する啓発の実施 

ため池の管理者に対し、警戒宣言発令時や地震発生時の対応を記

載したパンフレットの配布などの啓発を実施します。 

 ●ため池管理者全員への啓発を毎年度実施 

20年度～ 産業経済部

24 ドライバーに対する啓発の実施 

ドライバーに対し、警戒宣言発令時や地震発生時の対応を記載し

たチラシの配布などの啓発を実施します。 

 ●交通安全推進大会時に毎年度実施 

20年度～ 生活環境部

25 自主防災組織の育成・充実 

  地震防災教育の実施、防災訓練・防災資機材整備の支援等を行う

とともに、防災リーダーを活用し、自主防災組織の育成・充実を図

ります。 

 ●地震防災研修の実施 １回／年 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

26 防災リーダーの養成（新規） 

防災リーダー養成講座を開催し、地域で活躍できる防災リーダー

を養成します。 

 ●防災リーダーの養成 ２０人程度／年 

21年度～ 生活環境部

27 防災ネットワークの強化 

  各種防災訓練等を通じて、防災リーダー会、ボランティア団体、

ＮＰＯ、赤十字奉仕団等とのネットワークの強化を図ります。 

20年度～ 
生活環境部

健康福祉部

28 地震対策に関する相談窓口の明確化 

  地震対策に関する市役所内の担当窓口を整理し、各種の地震対策

についての相談を市民が円滑に行うことができるようにします。 

20年度 生活環境部
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２ 耐震化対策の推進 

 

  阪神・淡路大震災の教訓から、建物及び建物内部の耐震化を進めることは地震対策に

おける重要な施策の一つとなっています。 

  公共施設、公共土木施設などの耐震化については、これまで計画的に実施しています

が、民間住宅等の耐震化については、なかなか進まない状況にあります。 

  そこで、公共施設、公共土木施設などの耐震化を引き続き計画的に推進します。 

また、耐震改修促進計画に基づき、民間住宅等の耐震化を促進するとともに、家具等

の転倒防止対策による建物内部の耐震化を促進し、地震による被害の軽減を図ります。 

 

 

＜アクション項目＞ 

ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

１ 公共施設、公共土木施設などの耐震改修 

  公共施設、公共土木施設などの耐震改修について、公共施設等耐震

化推進委員会において整備計画を定め、耐震改修を実施します。 
20年度～ 各 部 

２ 構築物の点検の実施 

市所有の構築物（門扉、塀、モニュメント、遊具など）の点検・

整備を実施します。 
20年度～ 各 部 

３ 民間住宅の耐震改修の促進 

  耐震改修促進計画に基づき、民間住宅の耐震改修を促進するため、

民間木造住宅の無料耐震診断、耐震改修費補助金及び非木造住宅の耐

震診断費補助金による支援を行うとともに、制度の周知に努めます。

 ●木造耐震診断 １００件／年 

 ●木造耐震改修補助 ３０件／年 

20年度～ 
生活環境部

都市整備部

４ ブロック塀の生垣化への促進 

 住宅など民間施設のブロック塀などの生垣化を促進するため、生

垣設置に対する補助金による支援を行うとともに、制度の周知に努

めます。 

 ●生垣設置補助 １５件／年 

20年度～ 都市整備部

５ 家具等の転倒防止対策の推進 

    家具等転倒防止金具の紹介や、ひとり暮らし老人等に無料で家具等

転倒防止金具の取り付けを行うなど、建物内部の耐震化を促進しま

す。 

 ●ひとり暮らし老人等に対する家具等転倒防止金具の取り付け 

 １００件／年 

20年度～ 
生活環境部

健康福祉部

６ 文化財所有者・管理者へ耐震化の啓発 

  指定文化財の所有者・管理者に対して、文化財の転倒・転落防止措

置など、耐震化対策の啓発を実施します。 

 ●文化財防火デーに毎年度実施 

20年度～ 教育部 

７ 屋外広告物設置者への啓発（新規） 

  屋外広告物の設置者に看板及び工作物等の転倒・落下防止対策の啓

発を実施します。 

 

20年度～ 都市整備部
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ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

８ サーバルームの設置（新規） 

  免震や入退室管理機能のあるサーバルームを本庁舎内に設置し、各

所管課に設置してある情報システムサーバを保管管理することによ

り、地震災害から市民の情報資産を保護します。 

20年度 
総務部 

企画部 

９ 公共施設内における室内の耐震化 

  地震により転倒の恐れがある公共施設内のロッカー、事務機器など

の固定や窓ガラスの飛散防止など耐震化対策を実施します。 
20年度～ 各 部 

10 市公式ホームページにおける耐震化対策の情報提供 

  市公式ホームページにおいて、住宅の耐震化・ブロック塀の生垣化

対策や家具の転倒防止対策などの情報を提供します。 
20年度～ 

生活環境部

都市整備部

 

 

３ 情報収集・伝達体制の強化 

 

   災害時に正確な情報を収集し、確実に市民などに伝達することは極めて重要なことで

す。 

これまでも防災行政無線（同報系）の整備、「ちたまる安全安心メルマガ」への登録

促進などを実施してきましたが、これらの取組を引き続き強化していく必要がありま

す。 

そこで、緊急地震速報や津波警報等を提供する全国瞬時警報システム（J－ALERT）

を整備するとともに、災害情報の提供方法を周知していくなど、更なる情報収集・伝達

体制の強化を図ります。 

 

 

＜アクション項目＞ 

ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

１ 全国瞬時警報システム（J－ALERT）の整備（新規） 

  緊急地震速報や津波警報等を速やかに提供するため、防災行政無

線（同報系）を活用し、全国瞬時警報システムを整備します。 
20年度 生活環境部

２ 緊急地震速報の周知・啓発（新規） 

  市民に対して緊急地震速報についての周知を行うとともに、発表

時の対応についての啓発を実施します。 
20年度～ 生活環境部

３ 「ちたまる安全安心メルマガ」の登録の促進 

  「ちたまる安全安心メルマガ」への登録を促進するため、広報ち

た、ホームページなどで広報するとともに、各種行事において啓発

を実施します。 

 ●登録件数 ２，５００件程度 

20年度～ 生活環境部

４ 災害用伝言ダイヤル「１７１」の普及・啓発 

  市民へ災害用伝言ダイヤル「１７１」の普及・啓発を、出前講座

や各種行事等のあらゆる機会に実施します。 
20年度～ 生活環境部
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ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

５ 災害時市民対応体制の充実強化 

  災害時における市民などへの情報提供の体制について、充実強化

を図ります。 
20年度～ 生活環境部

６ 自主防災会長との情報収集・伝達体制の強化 

  自主防災会長に配布しているカメラ付き携帯電話を利用して、被

害情報の収集・伝達体制を強化します。 
20年度 生活環境部

７ アマチュア無線クラブとの連携強化 

  行政が管理している通信設備が使用不能となった場合や、幅広い

情報の収集媒体として、アマチュア無線クラブとの連携体制を強化

します。 

20年度～ 生活環境部

８ ２輪車を活用した情報収集・伝達体制の強化 

  被災地の被害状況の調査や避難所などへの情報収集・伝達手段と

して、２輪車を活用した体制を強化します。 

20年度～ 生活環境部

 

 

 

４ 災害時要援護者支援体制の強化 

 

大規模地震発生時には、高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人の方な

どへの特別な配慮や支援が必要となります。 

これまで、これらの災害時要援護者の実態を把握するため、登録制度を実施し、情報

の収集を図ってきましたが、今後は、具体的な支援体制を整備していく必要がありま

す。 

  そこで、災害時要援護者情報の把握に引き続き努め、その有効活用を図るとともに、

避難支援プラン等の作成に取り組むなど、災害時要援護者支援体制を強化します。 

 

 

＜アクション項目＞ 

ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

１ 災害時要援護者向けの備蓄資材の充実 

  市備蓄倉庫及び避難所防災倉庫において、災害時要援護者用の食

糧及び生活必需品の充実を図ります。 

 ●計画的に毎年度購入 

20年度～ 
生活環境部

健康福祉部

２ 災害時要援護者登録制度の活用 

  ひとり暮らしの高齢者、介護が必要な方、障がいのある方などの

避難誘導や救出を効果的に実施するために、登録制度の有効活用を

図ります。 

20年度～ 

総務部 

生活環境部

健康福祉部

３ 「あんしんとなり組」活動の推進・活用（新規） 

  社会福祉協議会と連携をとり、「あんしんとなり組」活動を推進

し、災害時要援護者の支援に活用します。 
20年度～ 健康福祉部
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ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

４ 災害時要援護者避難支援プラン等の作成（新規） 

  災害時要援護者避難支援プラン及び災害時要援護者支援マニュア

ルを作成します。 

20年度～ 
生活環境部

健康福祉部

５ 緊急通報装置の設置の推進 

  ひとり暮らしの高齢者などの安否確認の有効手段となる緊急通報

装置設置事業を推進します。 

 ●緊急通報装置設置 ５０件／年 

20年度～ 健康福祉部

６ 外国人向けの防災啓発活動の強化 

  国際ネットワーク協議会等と連携し、外国人向けの防災環境整備

を推進するとともに啓発活動を積極的に展開していきます。 

●外国人を対象とした地震防災に関する研修会の実施 １回／年 

20年度～ 生活環境部

７ 災害時要援護者を対象とした防災訓練の実施 

  コミュニティの防災訓練等において、災害時要援護者を対象とし

た訓練を実施します。 

 ●災害時要援護者防災訓練の実施 ２回／年 

20年度～ 

生活環境部

健康福祉部

消防本部 

８ 災害時要援護者のケア対策の講習 

  避難所運営職員・地域住民を対象とした、災害時要援護者ケアに

ついての講習を実施します。 

 ●講習会の実施 １回／年 

20年度～ 健康福祉部

９ 社会福祉施設に対する地震防災教育の推進 

  社会福祉施設の職員を対象とした地震防災教育を実施します。 20年度～ 
生活環境部

健康福祉部

10 福祉ボランティアに対する避難所運営研修の実施 

  社会福祉協議会と連携して、避難所運営研修を実施します。 

 ●避難所運営研修の実施 １回／年 

20年度～ 
総務部 

健康福祉部
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５ 防災訓練の充実強化 

 

いざという時に、迅速な災害対策活動ができるようにするためには、防災訓練を継続

的に実施していくことが大切です。 

行政においては、総合防災訓練等を毎年行い、地域においても、各コミュニティを中

心とした防災訓練が毎年行われています。今後は、多様なケースを想定したより実践的

な防災訓練を実施していく必要があります。 

そこで、市総合防災訓練を始めコミュニティ防災訓練や避難所生活体験などの訓練内

容を充実させ、より実践的な防災訓練に取り組みます。 

 

 

＜アクション項目＞ 

ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

１  コミュニティ防災訓練の充実 

  全コミュニティにおいて、地区が主体となり実情に即した防災訓

練を実施し、訓練内容の充実を図ります。 

 ●全コミュニティにおいて毎年度実施 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

２ 避難所生活体験の実施 

  コミュニティと連携して避難所生活体験を実施するとともに、避

難所運営訓練を実施します。 

 ●避難所生活体験の実施  

３コミュニティ／年（20年度・21年度） 

20年度～ 

生活環境部

健康福祉部

教育部 

３ 避難所防災倉庫資機材取扱い訓練の実施 

  コミュニティの防災訓練において、避難所防災倉庫資機材の取扱

い訓練を実施します。 

 ●全コミュニティにおいて実施 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

４ 集合住宅における防災訓練の実施 

  災害を想定し、集合住宅における防災訓練を実施します。 

 ●集合住宅防災訓練を毎年度実施 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

５ 各班、各部及び市全体での防災訓練の実施 

  定期的に各班各部において防災訓練を実施するほか、市総合防災

訓練を実施します。 

 ●全ての部において毎年度実施 

 ●市総合防災訓練を毎年度実施 

20年度～ 各 部 

６ 通信訓練の実施 

  各種防災訓練を通じて、市職員に防災行政無線の通信訓練を実施

します。 

20年度～ 各 部 

７ 市職員を対象とした図上訓練の実施 

  市職員を対象としたロ
※

ールプレイング方式による図上訓練を実施

します。 

 ●図上訓練を毎年度実施 

20年度～ 生活環境部

８ 市職員緊急参集訓練の実施（新規） 

  地震発生を想定し、職員の非常連絡訓練及び非常配備緊急参集訓

練を実施します。 

20年度～ 各 部 
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ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

９  津波避難訓練の実施 

  地震による津波を想定し、津波避難訓練を実施します。 

 ●津波避難訓練を毎年度実施 

20年度～ 

生活環境部

産業経済部

消防本部 

10 緊急地震速報を活用した防災訓練の実施（新規） 

  緊急地震速報を活用した防災訓練を実施します。 

 

22年度 各 部 

※ロールプレイング方式による図上訓練 

訓練参加者にはそれぞれに役割が与えられ、災害時に近い状況設定において、災害の対応策を考

え処理していくことを通じ、災害状況を疑似体験できる訓練 

 

 

６ 災害応急体制の充実強化 

 

応急対策活動を行うため、行政においては応急体制確立のための行動マニュアルを定

めるとともに、災害発生時に必要な備蓄食糧、資機材などを順次整備していますが、被

害が広域に及んだ場合、行政だけでは十分な対応ができないことも考えられます。 

したがって、「自助・共助・公助」の役割分担を行い、人命救助、被災者の生活支援

を迅速かつ効果的に実施する体制づくりに取り組み、災害に対する対応能力の向上を図

る必要があります。 

そこで、食糧、飲料水及び生活必需品の備蓄の推進、関係機関との連携強化などに取

り組むとともに、被災地の検証を行うなど、災害時の迅速かつ効果的な応急体制の充実

強化を図ります。 

 

 

＜アクション項目＞ 

ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

１ 防災用備蓄資材の充実 

  市備蓄倉庫及び避難所防災倉庫の防災資機材の充実を図ります。 

 ●計画的に毎年度購入 

20年度～ 生活環境部

２ 公共施設の救急用品配備 

  負傷者の手当てを行うための救急用品を公共施設に備えます。 

 ●救急箱の配備 １０施設 

20年度～ 生活環境部

３ 消防水利の整備 

  防火水槽などの消防水利を計画的に整備します。 

 ●防火水槽・消火栓の新設 ３ヶ所 

20年度～ 消防本部 

４ 家庭内備蓄、事業所内備蓄の推進 

  飲料水、食糧などの備蓄について、積極的な啓発を行い、家庭

内、事業所内における備蓄の推進を図ります。 
20年度～ 

生活環境部

産業経済部

水道部 
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ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

５ 水道水（飲料水）応急給水施設等の周知・啓発（新規） 

  水道水を臨時給水拠点から確保するための方法等を周知・啓発し

ます。 

20年度～ 水道部 

６ 災害時に提供可能な井戸水の活用 

  登録済みの井戸について、検査済札を付け、識別しやすくすると

ともに、現場の状況を確認、記録し、登録台帳内容の充実を図りま

す。 

 ●検査済札の設置 ２５５ヶ所 

20年度～ 生活環境部

７ 災害廃棄物処理計画の策定（新規） 

  災害時に発生するがれき、生活ごみ、し尿等廃棄物の処理計画を

策定します。 

20年度～ 生活環境部

８ 応急危険度判定士の養成 

市民などへ応急危険度判定士の役割について周知するとともに、

市職員の応急危険度判定士を養成します。 

 ●応急危険度判定士養成講習会への参加 ８人程度／年 

20年度～ 
生活環境部

都市整備部

９ 応急危険度判定士との連携体制の強化 

  応急危険度判定士に「ちたまる安全安心メルマガ」に登録してもら

うとともに、連絡網を作成し、情報伝達訓練を実施するなど連携体制

を強化します。 

 ●情報伝達訓練の実施 １回／年 

20年度～ 都市整備部

10 避難所周辺及び主要な避難経路の対策（新規） 

  避難所周辺及び主要な避難経路に架かる橋りょうの安全対策を図

ります。 

 ●橋りょうにおける通行確保対策 ２～３橋／年 

20年度～ 都市整備部

11 企業との応援協定の締結 

  警戒宣言発令時及び発災後の復旧・復興活動に対し、必要な資機

材に係る企業との応援協定を締結します。 

20年度～ 各 部 

12 心肺蘇生法（AED）講習の実施 

  コミュニティを対象とした心肺蘇生法の講習を実施します。 

● 心肺蘇生法講習の実施 １回／年 

20年度～ 
生活環境部

消防本部 

13 消防団防災支援隊の強化 

  消防団退団者による消防団防災支援隊の体制を強化するため、訓

練の実施により隊員の資質の向上を図るとともに増員に努めます。 

●訓練の実施 各分団１回／年 

20年度～ 消防本部 

14 市職員用防災マニュアルの見直し（新規） 

  内容をより充実させるため、市職員用防災マニュアルを見直しま

す。 

20年度 生活環境部

15 「緊急地震速報対応マニュアル」の作成（新規） 

  各公共施設において、緊急地震速報受信時に適切な行動がとれる

よう対応マニュアルを作成します。 

21年度～ 各 部 

16 被災地の検証（新規） 

新潟県中越沖地震や能登半島地震の被災地を視察することにより、

問題点等を検証し、応急対策及び復旧・復興対策に活かします。 

20年度 
生活環境部

消防本部 

17 非常電源の適正な確保（新規） 

  本庁舎において非常電源用コンセントの配置を明確にし、災害時

における停電に対応できる体制を整備します。 

20年度～ 総務部 

 

 15



７ 復旧・復興体制の整備 

 

大規模地震により被害を受けた場合、被災者への生活支援や被災地域の再建のため、

復旧・復興活動を効率的かつ計画的に行うためには、あらかじめその備えをしておくこ

とが必要です。 

これまでも、復旧・復興へ向けた体制整備など準備を進めてきていますが、大規模地

震による被災経験がないことから、具体的な対策がまだ十分とは言えません。 

  そこで、被災地の検証を基に、被災者に対する相談体制の充実や生活再建に向けた支

援対策に取り組むなど、復旧・復興体制の整備を図ります。 

 

 

＜アクション項目＞ 

ア  ク  シ  ョ  ン 実施年度 所管部署 

１ 復旧・復興計画の充実 

  より災害に強いまちづくりを目指すための復旧・復興対策につい

て、被災地の状況を検証し、地域防災計画及び復旧マニュアルの内

容を充実します。 

20年度～ 生活環境部

２ 被災者相談窓口の設置体制の充実 

  被災者相談窓口の設置体制について、被災地の状況を検証し、マ

ニュアルの内容を充実させるなど整備を図ります。 

20年度～ 生活環境部

3 被災者の健康相談体制の充実 

  被災者の精神面、栄養面などの健康全般に関する相談体制につい

て、関係機関との連携を強化するとともにマニュアルの充実を図り

ます。 

20年度～ 健康福祉部

４ 災害失業者の雇用相談窓口設置体制の整備（新規） 

  災害失業者の雇用相談窓口を設置するためのマニュアルを作成す

るなど整備を図ります。 

20年度～ 産業経済部

５ 被災者生活再建支援体制の整備（新規） 

  被災者への見舞金等配布マニュアルを作成するなど、生活再建支

援体制を整備します。 

20年度～ 
生活環境部

健康福祉部

６ 被災事業者に対する支援体制の整備 

  被災事業者に対しての相談窓口・相談体制等を整備するほか、事

業再開に関する各種支援体制を整備します。 

20年度～ 産業経済部

７ 税の減免等の措置（新規） 

  被災者に対する市税等の減免、徴収猶予及び申請期限の延長など

の措置について、要領等を整備します。 

20年度～ 総務部 
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（参考１）知多市で懸念される地震  

 

東海地震と東南海地震 

駿河湾から四国沖に至る太平洋岸では、過去に約100年～150年周期でマグニチュード

８クラスの大地震が繰り返し起きています。これらの大地震は、震源域によって、「東海

地震」、「東南海地震」、「南海地震」と名付けられています。 

このうち、駿河湾沖を震源域とする「東海地震」は、1854年に起きてから、150年以

上も発生しておらず「空白域」となっていることから、発生周期から見てもマグニチュー

ド８クラスの大地震がいつ起きてもおかしくないと言われています。 

また、浜名湖沖から紀伊半島沖を震源域とする「東南海地震」も、100年～150年の周

期で発生しており、過去の例では、「東海」、「東南海」、「南海」の３つの地震が同時

発生又は短い間隔で発生している場合が多いことから、東海地震と連動して発生する恐れ

があるとも言われています。国の地震調査研究推進本部は、今後30年以内に東南海地震が

発生する確率は60～70％程度、地震の規模はマグニチュード8.1前後と推定しています。 

平成13年６月、国の中央防災会議は、東海地震の想定震度域を22年ぶりに見直しを行 

い、東海地震の想定震源域が愛知県寄りに見直しがされたことで、平成14年４月、大規模

地震対策特別措置法に基づく地
※１

震防災対策強化地域に知多市も指定され、更に平成15年  

12月には、東南海・南海地震に関する地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく東
※２

南海・南海地震防災対策推進地域にも指定されました。 

※１ 地震防災対策強化地域 

   「大規模地震対策特別措置法」に基づき、東海地震の発生により、甚大な被害が予想さ

れ、特に東海地震対策を推進する必要がある地域 

※２ 東南海・南海地震防災対策推進地域 

   「東南海・南海地震に関する地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、東南

海・南海地震の発生により、甚大な被害が予想され、特に東南海・南海地震対策を推進す

る必要がある地域 

南海地震 東南海地震 東海地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 駿河トラフ、南海トラフでの過去の巨大地震の発生周期 
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（参考２）東海地震・東南海地震等の被害予測調査結果  

 

掲載データは、「愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書」（平成１５年３

月 愛知県防災会議地震部会）を基に、知多市の数値を抜粋しています。 

１ 地震動 

計測震度面積率（％） 
想定地震 

５弱以下 ５強 ６弱 ６強 ７ 

想定東海地震 45 55 若干 0 0

想定東南海地震 0 14 86 0 0

想定東海・東南海地震連動 0 1 98 若干 0

 

凡 例

震 度

 ５弱

 ５強

 ６弱

６強

凡 例

震 度

 ５弱

 ５強

 ６弱

６強

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定東海地震                  想定東南海地震 

凡 例

震 度

 ５弱

 ５強

 ６弱

６強

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定東海・東南海連動 
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２ 液状化 

液状化危険度面積率（％） 
想定地震 

極めて低い 低い 高い 極めて高い

想定東海地震 69 18 10 3

想定東南海地震 62 0 21 17

想定東海・東南海地震連動 62 0 9 29

 

凡 例 

液状化危険度

 極めて低い

 低い 

 高い 

極めて高い

液状化危険度

 極めて高い

 高い 

 低い 

 極めて低い

凡 例 

液状化危険度

 極めて低い

 低い 

 高い 

極めて高い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定東海地震                  想定東南海地震 

 

凡 例 

液状化危険度

 極めて低い

 低い 

 高い 

極めて高い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定東海･東南海地震連動 
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３ 津波及び山崩れ 

(1) 津波による被害                            （単位：棟） 

想定地震 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 

想定東海地震 0 0 0 0 

想定東南海地震 0 0 0 0 

想定東海・東南海地震連動 0 0 0 0 

 

(2) 山崩れによる被害            （単位：棟）

想定地震 全壊戸数 半壊戸数 

想定東海地震 約10 約20

想定東南海地震 約80 約190

想定東海・東南海地震連動 約90 約200

 

４ 人的被害 

(1) 死傷者数・負傷者数                         （単位：人） 

冬早朝５時 春秋昼１２時 冬夕刻１８時 
想定地震 

死者数 負傷者数 死者数 負傷者数 死者数 負傷者数

想定東海地震（予知なし） 若干 約50 若干 約30 若干 約40

想定東海地震（予知あり） 若干 約20 若干 約10 若干 約10

想定東南海地震 約10 約510 約10 約300 約10 約350

想定東海・東南海地震連動 約20 約630 約10 約360 約10 約420

注 「想定東海地震（予知なし）」は、地震発生が予知されず、突然発災した場合を示しています。

 

(2) 帰宅困難者数        （単位：人） 

想定地震 帰宅困難者数 

想定東海地震（予知なし） 約5,900

想定東海地震（予知あり） 約1,200

想定東南海地震 約5,900

想定東海・東南海地震連動 約5,900

注 「帰宅困難者数」とは、昼間に通勤・通学、私事（買物やレジャー）などで知多市に来ている

人々で、帰宅困難となる人数を言います。 

 

(3) 避難所生活者数（１日後）                       （単位：人） 

想定地震 
自宅建物被害

による 

ライフライン

の支障による
合 計 

想定東海地震 約90 約460 約550 

想定東南海地震 約770 約6,700 約7,400 

想定東海・東南海地震連動 約1,000 約11,000 約12,000 
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５ 建物 

(1) 建物被害               （単位：棟）                 

想定地震 全壊棟数 半壊棟数 

想定東海地震 約40 約300

想定東南海地震 約430 約2,300

想定東海・東南海地震連動 約630 約2,700

 

(2) 火災（１８時）                                  

想定地震 出火件数(件) 焼失棟数(棟)

想定東海地震（予知なし） 若干 0

想定東海地震（予知あり） 0 0

想定東南海地震 約10 約10

想定東海・東南海地震連動 約10 約10

 

６ ライフライン 

ライフラインの機能支障 

想定地震 上水道

（戸） 

都市ガス

（戸） 

ＬＰガス

（戸） 

電力 

（口） 

電話 

（件） 

下水道 

（人） 

想定東海地震 約710 0 約90 約1,200 約10 約160

想定東南海地震 約19,000 約380 約760 約7,100 約2,000 約770

想定東海・東南海地震連動 約25,000 約2,200 約930 約7,700 約2,600 約1,100
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